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募
集
し
ま
す
！

自
衛
官
候
補
生･

予
備
自
衛
官
補

自
衛
官
候
補
生
採
用
試
験︵
任
期
制
自
衛
官
︶

受�

付
期
間
／
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
い
ま

す
。

�

日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳
以
上
33
歳
未
満

の
方︵
採
用
予
定
月
の
1
日
現
在
︶

※
32
歳
の
方
は
一
部
制
限
あ
り

試�

験
日
／
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

第
２
回
予
備
自
衛
官
補
採
用
試
験︵一般
︶

受
付
期
間
／
9
月
10
日
㈭
ま
で

�

18
歳
以
上
52
歳
未
満
の
方︵
採
用
予
定
月

の
1
日
現
在
︶

試�

験
日
／
9
月
12
日
㈯
～
10
月
4
日
㈰
の
う

ち
1
日

第
２
回
予
備
自
衛
官
補
採
用
試
験︵
技
能
︶

受
付
期
間
／
9
月
10
日
㈭
ま
で

�

18
歳
以
上
55
歳
未
満
の
国
家
免
許
資
格
保

有
の
方︵
保
有
資
格
に
よ
り
年
齢
上
限
差

異
あ
り
︶

試�

験
日
／
9
月
12
日
㈯
～
10
月
4
日
㈰
の
う

ち
1
日

�

期
日
等
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事

務
所︵

0
4
9
4
･
2
2
･
6
1
5
7
︶

募
集
し
て
い
ま
す
！

学
習
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
小
･
中
･
高
校
生
の
た
め
の
学
習
支
援
教

室
で
、一
緒
に
遊
ん
だ
り
、勉
強
を
教
え
た
り

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
随
時
募
集
し
て
い
ま

す
。

活�

動
日
時

　
【
小
学
生
】毎
週
水
曜
日
、午
後
4
時
～
7
時

【
中
高
生
】毎
週
土
曜
日
、午
後
5
時
～
7
時

活�
動
場
所
／
寄
居
町
内

�

社
会
人
、学
生︵
大
学
生
、専
門
学
校
生
、短

期
大
学
生
、通
信
大
学
生
︶

�

無
償
で
す
が
、交
通
費
等
は
支
給
さ
れ
ま

す
。

�

︵
一
社
︶彩
の
国
子
ど
も
･
若
者
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
︵

0
4
8
･
8
3
1
･
2
6
8
8
︶

催 

し

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

在
宅
介
護
者
お
し
ゃ
べ
り
サ
ロ
ン

　
相
談
機
関
の
職
員
を
交
え
て
介
護
に
つ
い

て
話
し
合
う
サ
ロ
ン
で
す
。ご
自
身
の
介
護

で
の
悩
み
や
経
験
が
、ほ
か
の
方
へ
の
ア
ド
バ

イ
ス
に
も
な
り
ま
す
。

�

5
月
15
日
㈮
午
前
10
時
～
正
午

�

か
わ
せ
み
荘
1
階
教
養
娯
楽
室

�

在
宅
で
家
族
を
介
護
し
て
い
る
方
や
過
去

に
介
護
を
し
た
こ
と
が
あ
る
方

�

介
護
の
悩
み
の
相
談
や
お
し
ゃ
べ
り
な
ど

�

不
要

�

大
里
広
域
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
寄
居

町
社
会
福
祉
協
議
会

　
︵

5
8
1
･
8
5
4
8
︶

町営住宅の入居者を
募集しています！ エネルギーを活用したレジリエンス向上に関する2つの連携協定を締結

　町と小川町、埼玉県は3月23日に、彩の国資源循環
工場内の事業者および寄居町連合環境協議会と｢彩の
国資源循環工場のエネルギーを活用したレジリエンス
向上に関する連携協定｣を締結しました。
　また同日、町と小川町、埼玉県は本田技研工業株式
会社埼玉製作所と｢本田技研工業株式会社埼玉製作所
のエネルギーを活用したレジリエンス向上に関する連
携協定｣を締結しました。

　この2つの協定を締結したことで、災害発生時には
近隣自治体や県と連携し、また地元事業者の協力を得
て、被災者への迅速な対応や行政機能等の早期復旧を
図ることができるようになります。今後も町では町民
の皆さんが安全で安心できるまちづくりを進めます。
※�災害時の｢レジリエンス｣とは、困難な状況下でも基

本的な機能などを保持し、しなやかに回復する仕組
みや力のことです。
自治防災課( 内線371)

５
月
12
日
は

民
生
委
員･

児
童
委
員
の
日
で
す

民
生
委
員･

児
童
委
員
、主
任
児
童
委
員
と
は

　
民
生
委
員
･
児
童
委
員
は
、地
域
の
一
員
と

し
て
担
当
区
域
の
高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
方

の
見
守
り
、子
ど
も
た
ち
へ
の
声
か
け
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。主
任
児
童
委
員
は
、子
ど
も

や
子
育
て
に
関
す
る
支
援
を
専
門
に
担
当
す

る
委
員
で
す
。

　

民
生
委
員
･
児
童
委
員
、主
任
児
童
委
員

は「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」 「
政
治
的
中
立
」そ

し
て「
社
会
奉
仕
の
精
神
」の
も
と
、厚
生
労

働
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
、地
域
の
見
守
り

を
行
う
ほ
か
、皆
さ
ん
の
身
近
な
相
談
相
手

と
な
り
、必
要
に
応
じ
て
、地
域
の
皆
さ
ん
と

町
、あ
る
い
は
社
会
福
祉
協
議
会
や
公
的
な

専
門
機
関
等
へ
の
橋
渡
し
役
を
務
め
ま
す
。

　
ま
た
、委
員
に
は
、守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ

て
お
り
、知
り
得
た
個
人
情
報
や
相
談
の
内

容
を
他
者
に
漏
ら
す
こ
と
は
な
く
、活
動
に

当
た
っ
て
は
個
人
の
人
格
･
権
利
を
尊
重
し

ま
す
。職
務
上
の
地
位
を
利
用
し
た
政
治
的

活
動
を
行
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。お
住
ま

い
の
地
域
の
民
生
委
員・児
童
委
員
、主
任
児

童
委
員
を
知
り
た
い
場
合
は
福
祉
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

�

福
祉
課（

内
線
1
2
2
︶

道
路
上
に
張
り
出
す
草
や
樹
木
の

枝
の
除
去
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
、草
や
樹
木
の
枝
等
が

道
路
へ
張
り
出
し
て
、通
行
に
支
障
を
き
た

す
場
所
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。町
で
は
、私
有
地
か
ら
出
て
い
る
草
木

は
、土
地
や
草
木
の
所
有
者
の
責
任
で
伐
採

な
ど
の
対
応
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
依
頼

し
て
い
ま
す
。

　
樹
木
は
大
き
く
な
る
と
伐
採
に
多
く
の
費

用
が
か
か
り
ま
す
。ま
た
、折
れ
た
枝
が
人
や

車
に
損
傷
を
与
え
る
な
ど
の
事
故
が
起
こ
る

と
、所
有
者
の
管
理
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。道
路
環
境
を
良
好
に
保
つ
た

め
、伐
採
な
ど
の
継
続
的
な
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

注
意
事
項

〇�

電
線
や
電
話
線
が
あ
る
箇
所
の
作
業
は
、

危
険
を
伴
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
電
力
会
社
、ま
た
は
電
話
会
社
へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

〇�

通
行
車
両
、自
転
車
お
よ
び
歩
行
者
の
安

全
確
保
と
、作
業
場
所
か
ら
の
転
落
等
の

事
故
に
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〇�

伐
採
後
の
枝
や
草
は
、ル
ー
ル
に
従
っ
て
適

切
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

�

ま
ち
づ
く
り
整
備
課︵

内
線
2
3
1
︶

保
護
猫
＆
保
護
犬

登
録
団
体
譲
渡
会

　

犬
猫
の
殺
処
分
を
減
ら
す
た
め
、県
の
譲

渡
事
業
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
登
録
団

体
に
よ
る
譲
渡
会
を
開
催
し
ま
す
。詳
細
は

県
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

�

5
月
23
日
㈯
午
前
10
時
～
午
後
1
時

�

県
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー

　
︵
熊
谷
市
板
井
1
2
3
︶

無
料

�

県
動
物
指
導
セ
ン
タ
ー

　
︵

5
3
6
･
2
4
6
5
︶

県動物指導センター
ホームページ

　町が交流を進めているアメリカ合衆国オハイオ州メ
アリズビル市の学生が寄居町にやってきます。メアリ
ズビル市から学生が来町するのは今回で5回目となりま
す。
　滞在中は、町内の中学生がいるご家庭でホームステ
イをしながら、町内の視察や学校体験等を行います。

▶訪問日程
月日 内容

5月28日㈭ 寄居町到着
29日㈮ 町内視察、歓迎式
30日㈯ ホストファミリーと過ごす1日
31日㈰ ホストファミリーと過ごす1日

6月 1日㈪ 町内視察、中学校体験
2日㈫ 町内視察、中学校体験、送別式
3日㈬ 寄居町出発

生涯学習課( 内線532)

メアリズビル市の学生が来町します！

▶募集期間／5月29日㈮まで
▶対象／次の全ての要件を満たす方
共通要件

〇世帯の総収入が一定の基準を超えないこと
〇町内に住所または勤務場所があること
〇現に住宅に困っていることが明らかなこと
〇町税の滞納がないこと
〇申込者本人を含めた同居世帯員が暴力団員ではないこと
個別要件

2LDK(バリアフリー)は2人以上の世帯で車いす等を使用
している方がいること、3LDKは2人以上の世帯、2LDKは
1人以上の世帯であること
▶�申し込み／まちづくり整備課へ申告書等を提出  
　※土･日曜日、祝日を除く
▶�その他／募集案内はまちづくり整備課で配

布しています。
まちづくり整備課( 内線236)

住宅名 戸数
①漆原住宅
(桜沢1180-1) 6戸 (2LDK(バリアフリー)2戸、3LDK4戸)

②中道中住宅
(寄居129) 1戸 (2LDK)

募集

町公式
ホームページ

YouTube

Instagram

note

随時情報発信中！

寄居町公式SNS
Facebook

おしらせ版Information 日時 場所 対象 定員 持ち物 内容 費用 申し込み その他 問い合わせ 電話 ファクス メール

581･2121（代表）寄居町役場  0120･048･392寄居町防災行政無線テレホンサービス


